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特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の

給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付

金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
一
号
中
「
十
年
」
を
「
十
五
年
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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理 

由 

 

特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付

金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
状
況
に
鑑
み
、
給
付
金
の
請
求
期
限
を
延
長
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 





  
 

五

 
 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
、
給
付
金
支
給
等
業
務
に
要
す
る
費
用
と
し
て
約
九
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 

 


